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共 同 石 油 グ ル ー プ の 解 体

山 岡 暁

1は じ め に

目本石油産業における今日の業界再編成は,こ れまでには想像されなかった

ような劇的な方法をも取り入れた形で進展 している。1996年 の石油産業におけ

る規制緩和以降,業 界は4グ ループ1)に集約されたといえるが,こ の集約は企

業合併によるだけでなく,口 石三菱(現 在の新日本石油〉 とコスモ石油との包

括提携(99年10月),ジ ャパ ンエナ ジー と昭和 シェルとの精製 ・物流提携

(2000年3月)と いった方法によっても形成されたのであった,、ところが,新

日本石油と出光興産との問での精製提携(03年4月)と いう,こ の集約の枠組

みをさらにこえた形での提携が行われている」1。'出光興産はこの提携を利用 し

て,沖 縄 ・兵庫の2製 油所を閉鎖(04年 春予定)し ,過 剰な精製能力を処理 し

ようとしている。また,出 光興産沖縄製油所の閉鎖後もタンクは残し,こ れを

油槽所 として新日本石油と共同利用するという提携も予定されており(同 じく

04年春予定),新 口本石油はこの提携を利用 して沖縄油槽所を閉鎖 し,や はり

過剰になっている設備 を処理 しようとしているのである3}。ほぼすべての石油

企業が リス トラクチャリングによって過剰な生産設備を処理することを迫られ

ている現状では,新 日本石浦 ・出光興産の提携に見られたように,資 本提携 を

1)エ クソン=モ ー ピル系,新 日本石油(旧 日石三菱)=コ スモ石油系,出 光興産系,ジ ャバ ンエ

ナ ジー=昭 和 シェル系,で あ る,,

2)た だ し,出 光興産 と(旧)日 本石油 との問で は以前か ら(1996年10月 ～)物 流提携 は行われてい

3)「 新 日石 ・出光 貯蔵 も協力」 『日本経 済新聞』2003年1月20日 付 。
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行わずに設備の共同利用などを通 じて相互依存的に展開される提携は,今 後も

引き続いて行われるものと思われる。

ところで,こ のような設備の共同利用による石油産業の再編 ・統合 ・集約は,

40年 ほど前に先例が存在したのであった。それは,拙 稿41において明らかにし

てきた 「共同石油グループ」の成立から展開までの過程である。

1960年代前半,通 産省は石油産業の国内下流部門(精 製 ・販売)に おいて石

油メジャーズと対等に競争 しうる民族系石油企業を育成すること,お よび石油

市場統制の要とな りうる民族系石油販売会社を育成することとを意図 した。そ

れが共販会祉構想であった。この構想にもとづいて,1965年 に日本鉱業 ・アジ

ア石油および東血石油の民族系石油企業3社 の販売部門を統合することで発足

した新しい企業が共同石油であった。この共同石油を中心に形成されたのが共

同石油グループ51である。その後,66年 に富士石油が,68年 には鹿島石油がグ

ループに参加 し.共 同石油グループは拡大した.そ の一方で,66年 にはグルー

プ企業の東亜石油は伊藤忠商事によって実質的に経営権を掌握され,ま たアジ

ア石油 も68年に三菱化成グループの傘下に吸収されてしまった。

以上が前稿までの共同石油グループに関する主な経緯であるが,こ の直後の

1970年,第1次 石油危機が世界経済を襲った。石油危機は石油需要の低下をも

たらし,石 油業界は精製設備の稼動率の低下を余儀なくされ,コ ス トの負担が

増大 し,経 営は悪化 していった。

本稿の課題は,石 油危機によって共同石油グループ各社が動揺 し,そ ののち

にグループが解体するまでの過程における,グ,レ ープ各社の戦略のあり方を明

4)拙 稿 「石 油業 法か ら共 販会社構 想へ」 『経 済論叢』 第170巻 第2号,2002年8月,「 共 同石油

(グ ルーブ)の 成立」 『経 済論叢』 第170巻 第5・6号.2002年llq2月,「 共同石油グループの展

開」『経 済論叢』 第171巻 第4号,2003年4月.1

5)「 共同石油 グルー プ」 とは,共 同石紬 とい う新会社の設立に参加 ・関連 し,い わゆ'る 「共 同石

油系」 とされ た諸企業の総称であ る。 この共1司石油グループは,共 同石油本社 とこれに参加 した

諸企業 との間で,親 会杜 ・子会社 とい う関係が成立 していた訳で はない,つ ま り親会祉の事業を

中心 として形成 され る親子 関係型の 「企業 グループ」(下 谷政弘 『〕本の 系列 と企業 グルー ブ』

有斐閣,1993年,を 参照)で はない。拙稿,前 掲論文 「石油業法か ら共販会社構想へ」脚注の7),

を参照。
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らかにすることである。

経営悪化の原因は,あ らかじめ簡潔に述べれば,以 下の通 りである。すなわ

ち、共同石油 グループはコンビナー ト・リファイナリー6〕によるC重 油の販売

比率が高かった,、第1次 石油危機時,通 産省による指導価格は全体として低い

水準で設定されていた。 しか し,価 格体系の中身を見ると,重 油価格よりもガ

ソリン価格が高いものとなっていた。そのため,ガ ノリン販売比率の高い企業

には有利であったが.そ れが低い石油企業 ,特 にコンビナー ト・リファイナ

リーの製油所 に依存 した企業には不利であった71,,共同石油グループ各社はこ

うした影響を直接的に受け,さ らに,共 同石油グルーブ全体 としての販売能力

の問題 も抱え,製 油所の稼動率は低迷 し,コ ス トの負担は莫大なものになった、,

こうした状況は共同石油 グループ総体の動揺に発展 し,そ の結果.グ ループ中

心企業が離脱し、共同石油グループが実質的に解体するという事態に行き着い

たのである。

本稿では,こ うした第1次 石油危機以降の共同石油グループの経営危機から

グループ解体までの過程について,グ ループ内での株式相互持ち合いや増資 と

いった手段で乗 り切ろうとした側面を中心に検討する8,、、そ して,そ こに見 ら

れた共同石油 グループ各社の戦略のあり方について考察する。

6)コ ンビナー ト・リファイナ リーの石油政策における位置づ けにつ いては,寺[[1隆 至 「石油業法
と産業組織の変化」『函大商学論割 第35輯 第2号 .2003年3月.を 参照。

7)「 コ ンビナー ト・リファイナ リーは,石 油化学がナ フサ を,そ して重油 を電 力会杜 が,そ れぞ

れ 『安い』 価格で安 定的に確保す るための簡易 トッピングであ り,併 産 され る中間留分は近接す

る石油精製企業に割安な価格で供給す るとい う形で操業 され る運命 にあ ったか ら,当 初か らその

経営にはかな りの不安が もたれてい た,・果たせるか な・第1次 石油危機以後.そ のナ フサ とC重

油の価格が不 当に安 く押 さえられたか ら,た ちまちこれ らコン ビナー ト ・リファイナ リーは経 営

に破綻 を来 し,石 油行政 の大 きなお荷物 となっていった」、,石油問題研究会 『1」本 の石油産 業』

新U本 出版 杜,1986年,101-102ベ ージ。

8)本 稿では,経 営悪化 の原因 とな った石油危機下 において,さ らに通産省に より設定され た指導

価格体系下 において、いかに して他企業 との差別化 を図 り利潤追求 を行 うか,と いった競争戦略

の側 面につ いての分析 は捨象 され.増 資 ・株式相互持 ち合い ・経 営権をめ ぐる株式 の移譲 などの

企業 閲関係 ・資本の側面を中心に検討 してい る。個別石油企業の競争戦略 の側1酊につい て分析す

ることは,石 油関連の諸企業についての類型分析 とその総合 とによ る石抽 産業 の全体構造の把握

と,そ の全体構造 において当該企業がいかに位置付いているのか とい う分析 を前提 に して,は じ
めて可能 とな るか らである。拙稿,前 掲論文 「石油業法か ら共販会杜構想へ」脚注 の5),を 参照。
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石油製 品の元売 り価格 引 き上 げ限度額 と指導価格』標 準額の価格体 系
(単位 二円/kl〉

第1次 灘 額(1弱2,11,1-67,:1,15) 行政指導価格(1974,3,18-8,16} 第蹴灘額(陥o.12.1-76,5,13)

油鱗
現価 格

(a)

限度額

(b)
新価格 b!a

現価 格

(c)

限度額

(d)
新価格 d/c

屍行価格

le)

限度額

(f)
新価格 f/e

ガソリン ハイオク
一 一 一 一 31,500 20,100 51,600 63.8% 一 一 一 一

レギュラー
一 一 一 一 26,700 17,100 43,800 6些,脇

一 一 一 一

ガソリン 平均 8,900 2,400 lL300 27.O% 一 一 一 一 51,200 2,FOO 53,700 4.9%

ナ フザ 6,000 一 * 一 12200 8,000 20,200 65.6% 26,000 3,700 29,700 142%

ジエッ縢 料 12,600 一 一 一 13,000 8,500 21,500 65.4% 27,500 2,500 30,000 9.1%

灯 油 家庭用
一 一 一 一 12,900 o 12,900 D.0% 一 一 一 一

灯 油 その他 一 一 一 一 16,900 10,600 27,500 62.7% 一 一 一 一

灯 油 平均 iL500 一 13,000 13.0% 一 一 一 一 30,100 2,500 32,600 8.3%

軽,油 12,000 5頓聾 12,500 4.2% 16,400 8,900 25,300 54.3% 30,000 2,500 32,500 8.3%

、へ垂.油 10,000 1,400 11,400 14.0毘 16,400 8,900 25,300 54.3% 29,300 2,500 3L800 8.5%

B重 油 7,500 800 8,300 10.7% 11,200 7,300 18,500 65.2% 22,100 2,500 24,6αD 11.3%

C重II蝋 齢),謝 一 一 一 一 一 一 一 一 29,300 400 四,7DO 1.4%

C重 溜嚇 分3,嘲 一 一 一 一 一 一 一 一 18,900 3,000 21,900 15.9%

C重 油 平均 6,300 50G 6,800 7.9% i1,800 7,600 19,400 64.4% 22,000 2,700 24,700 12.3躬

全1罐平均仕切1鵬 8,733 1,ll7 9,850 12.81%14,357 8,946 23,303 62.3% 28,300 2.170031,000 9.5%

注1)

2)

3)

4)

5)

出 所

各油種 とも税抜 き。

(a)は1962年8月 の油種 別元売 り仕切価格。

(c〉は1973年12月 の油種 別元売 り仕切価格。

(e)は1975年10月 の油種 別元売 り仕切価格。

*は 実施後 の新価 格が5900～6000円 であ る。

石湘連盟 『戦 後石 油産業 史」石油連盟.1985年,243ベ ー ジを もとに作成。

II共 同石油グループ内での増資問題

第1次 石油 危 機 時,通 産 省 に よ る指 導 価 格(第1表 を参 照)は 全 体 と して 低

い水 準 で 設 定 され て い た。 しか も,価 格 体 系 の 中 身 を 見 る と,1klあ た りで ハ

イ オ クガ ソ リ ンの価 格 が5万1600円,レ ギ ュラー ガ ソ リ ンで あ って も4万3800

円 とな って い る の に対 して,A重 油 が2万5300円,B重 油 やC重 油 に い た って

はそ れ ぞ れ1万8500円 ・1万9400円 とさ れ て お り,重 油 価 格 は ガ ソ リ ン価 格 よ

り も相 当 に低 い 水準 で設 定 され てい た 。 つ ま り,こ の価 格 体 系 は,ガ ソ リン販
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第2表 油 種 別 販 売 数量 お よ び そ の シェ ア(1975年 度)
、帯111

ガソリン ナフサ
ジェット

燃料油
灯 油 軽 油 A重油 B重油 C重汕 合 計

共同石油 グループ(∂ 3,444 4,342 108 2,678 1,984 2,170 1,354 i2,493

需

28,5731b)

グループ内シェア〔a耐
}

12.1% 15.2% 0.4% 9.4% 6.9% 7.6% 4.7% 43.7% 一

全国 シェア(a/c) Il.8% 14.2% 5.1% 12.1)% 12.1% 10.7% 13.0% 14.8% 13.2%

全 馴c) 29,122 30,560 2,120 22,401 16,362 20,365 lO,438 84,318 215、686(d)

全国平均 シェア(c〆d) 13.5% 14.2% 1.0% lo.4% 7.6% 9.4% 4.8% 39.1% 一

(単位;千kD

注:各 シェアは,小 数点以下2桁 を四捨 五フ、した。

出所 ・共同石拙20年 史編纂委員会 『共同石油20年 史』共同石油株式会社,[988年,482-483べ 一
ジ,よ りイ乍成.

売 比 率 の高 い 企 業 に は 有 利 に は た ら くが,そ れ が 低 い 石 油 企 業 ,特 に コ ン ビ

ナー ト ・リフ ァ イナ リーの 製 油所 に依 存 した 企 業 には ひ じ ょ うに不 利 に作 用 す

る もので あ っ た。

1975年 度 の 共 同 石 油 グル ー プ の油 種 別 販 売 量 の 割 合(第2表)を み る と
,ガ

ソ リ ンは全 体 の12,1%を 占 め て いた の に対 して ,C重 油 は43.7%と もっ と も大

きな 比 重 を 占 め て い た。 全 国 平 均 で は ガ ソ リン は13 .5%,C重 油 は39.1%と

な って い る こ と と比 較 す る と,共 同 石 油 グル ー プ は もっ と も利 益 を出 す こ との

で き る ガ ソ リ ンの販 売 比 率 で は全 国平 均 よ り も下 回 り,利 益 の 出 ないC重 油 に

お い て は全 国平 均 よ り も相 当 に上 回 って い た こ とが 分 か る、,共同 石油 グ ルー プ

は コ ン ビナ ー ト ・リフ ァイ ナ リー に よ っ てC重 油 の 販 売 比 率 が 高 く.利 益 を ヒ

げ に くい収 益 構 造 に な って い た の で あ った 。 共 同 石 油 グ ルー プ各社 は こ う した

影 響 を直 接 的 に受 け,さ らに,共 同石 油 グ ルー プ全体 と して の販 売 能 力 の問 題

も抱 え,製 油 所 の 稼 動 率 は 低迷 し,コ ス トの 負 担 は莫 大 な もの に な っ てい た 、,

鹿 島 石 油,東 亜 共石.ア ジア 共石 の 各杜 は,増 資 とい う手 段 に よ って この 危

機 を乗 り越 え よ う と した。 しか し,こ れ を 実 施 に 移す こ とに は様 々 な 困 難 が 牛

じた=以 下 で は,こ れ ら3社 の増 資 問題 につ い て見 て い くこ と とす る。
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1鹿 島石油にお ける増資問題

鹿 島石 油 は,1967年10月,資 本 金7億5000万 円 で 設 立 さ れ,そ の 後,増 資 を

た びた び 行 った 。 そ の結 果,資 本 金 は,68年6月 に15億 円,69年5月 に45億 円,

70年6月 に60億 円.72年2月 に80億 円へ と増 加 した 。 鹿 島石 油 の こ う した増 資

に よ って も,当 初 の 出 資 比 率 は 共 同石 油30%,大 協 石 油25%,三 菱 油化30%,

東 京 電 力15%の ま まで 変わ る こ と は なか った 。 しか し,73年11月 に お け る100

億円への増資では,大 協石油はこの増資の副 り当て分を引き受けた後,鹿 島石

油の資本の3.4%分 を共同石油へ譲渡した%

鹿島石油は,第1次 石油危機後.ナ フサ とC重 油の需要の低迷や石油価格体

系の変化により経営が悪化 し.1974年3月 期に,お よそ159億 円の赤字を計上

した。このため,75年3月,打 開策として資本金を150億 円とする増資を行っ

た。 しか し,東 京電力はこれに応 じなかったため,東 京電力の割 り当て分は共

同石油が全額出資することとなった。 こうして,共 同石油の鹿島石油に対する

出資比率は,38.4%へ と上昇したのであった。

2東 亜共石における増資問題

東 亜 共 石 は,1973年6月,資 本金15億 円 で 設 立 さ れ た。 そ の後,東 亜 共 石 は,

74年10月 に30億 円,75年3月 に60億 円へ と増 資 を行 った 。 この増 資 よ り.伊 藤

忠 商事 が 株 主 と して 参 加 し.東 亜 共 石 の株 主 構 成 は,共 同 石 浦33.3%,東 亜 石

油49.2%,伊 藤 忠 商 事12.5%,ア ラ ビァ石 油5、0%と な った 。

東 亜 共 石 は.第1次 石 油 危 機 後,石 油 製 品 需 要 の縮 小,操 業 率 の低 下,金 利

負担,過 剰 用 船 な どで.経 営 は危 機 状 態 にあ った,,ま た,東 亜石 油 も 川 崎 製

油所 の ガ ス化 脱 硫 装 置 へ の投 資(約800億 円)と 過 剰 川船 に よ って,経 営 が 悪

化 して い た 、,東亜 共 石 は,1976年 度 決算 に お いて,累 積 赤 字376億200万 円(実

9)こ れによ り,鹿 島石油への出資比率は,共 同石油33.4%,大 協石油2L6%.三 菱油化3り%,東

京電力15%と なった。 しか し,鹿 島石油が生産する製品を共同石油 と大協石油 とが引 き取る際の

2杜 間での割合は,共 同石 油30:大 協石油25(当 初の鹿 島石 油へ の出資比率であ る30%:25%と

同 じ割合 に設定されていた)の ままで変わ らなか った。
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質414億100万 円)を 計 上 した。 そ して 東 亜 石 油 は ,73年 度 か ら76年 度 にか けて,

累 積 赤 字61億3700万 円(実 質227億400万 円)を 計 上 した。

こ う した状 況 の下 ,伊 藤 忠 商 事 は,1977年 に東 亜 共 石 と東 亜 石 油 の両 社 へ の

経 営 陣 の派 遣 を強 化 し,ま た 両 社 に対 して財 務 的 な支 援 を行 った
。 しか し,こ

の 間 の東 亜 共 石 と東 亜 石 油 の平 均 操 業 率 は,東 亜 共 石 名古 屋 製 油所 が79.1%,

東 亜 石 油 川 崎 製 油 所 が55。5%で あ り,焼 け石 に水 で あ っ た。 このた め
,東 亜 石

油 は共 同 石 油 に対 して.金 利 負 担 の 軽 減 を 目的 に東 亜 共 石 の倍 額 増 資 へ の協 力

を要 請 した 。 共 同 石油 は こ の増 資 に 応 じる こ と と した
。

1977年6月,共 同石 油 は東 亜 共石 の増 資 に対 す る払 い 込 み を 完 了 した
。 こ う

して.東 亜 共 石 の 資 本 金 は120億 円 に な った 。 この 増 資 に よ って 東 亜 共 石 の 株

主 構 成 は,共 同 石 油33、3% ,東 亜 石 油49.1%,伊 藤 忠 商事15.0%,ア ラ ビア石

油2.6%へ と変 化 した、、 しか し,東 亜 共 石 の 業績 は77年 度 も回復 しな か った .

この た め,共 同石 油 ・日本 鉱 業 ・ア ジ ア石 油 ・富 士 石 油 ・鹿 島石 油 の5社 は
,

共 同 石 油 グル ー プ をあ げて 支 援 す る こ と と し,東 亜 共 石 に対 して11億 円 の 融資

を行 った,,

3ア ジア共石における増資 問題

ア ジ ア共 石 は,72年10月 ,坂 出 製 油所 の 第1期 工 事 を完 了 し,稼 動 を開 始 し

た 。 さ らに 同社 は,74年10月,第2期 計 画 常 圧 蒸 留 装 置 能 力9万BIDl。}を 完

成 させ,合 計16万BIDの 稼 動 を開 始 した 。 しか し,こ れ は第1次 石 油 危機 の

影 響 下で は 当然 なが ら過 剰 能 力 とな り,坂 出 製 油 所 の 稼 動 率 は76年 度 で44箔 に

す ぎなか った 。 この た め ア ジ ア共石 は、77年3月 期 の 決 算 で ,経 常 収 支 赤 字47

億9700万 円 を 計.Lし,累 積 赤 字 は214億2100万 円 に達 した。 これ を受 けて ア ジ

ア石 油 は,ア ジ ア共石 の金 利 負 担 軽 減 の た め に 資 本 金 を倍 額増 資 し
,96億 円 と

す る こ と を決 め た 。 この際 ア ジア石 油 は 共 同石 油 に対 して
,3分 の1の 出 資

を要 請 した。 共 同石 油 は こ の増 資 の 要 請 に応 じる こ とと し,77年9月,16億 円

10)B!Dは 「ハーレル/日 」の略記号である。なお1バ ーレル=0.159klで ある。
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の払い込みを行った。

lllグ ループ中心企業の共同石油グループからの離脱

前節で述べたように,共 同石油グループは,経 営の悪化か ら脱するために,

増資という手段をとった。しか し,東 亜石油 とアジア石油は,そ れぞれ伊藤忠

商事と三菱化成工業が経営権を手放 し,そ れぞれ共同石油グループ以外の石油

企業に経営権が移行された。すなわち,共 同石油成立に最初か ら関わってきた

東亜石油 とアジア石油は,共 同石油グループから離脱してしまったのである。

ここではその経緯について述べてい く。

1東 亜石油の共同石油グループ離脱

東亜石油と東亜共石の経営状態は,前 節で述べたように設備への投資過剰を

要因にして悪化 していたが,1978年 半ばか ら深刻化 し始めた,、両社の78年 度の

中間決算は,東 亜石油の繰越損失は54億1700万 円になり,東 亜共石は19億8000

万円の赤字を計上 し,さ らに累積赤字は424億1000万 円となった。77年 から,

伊藤忠商事による両社への支援や,共 同石油 と共同石油グループあげての東亜

共石への支援があったが,東 亜石油 ・東亜共石の両社は経営改善に向かうこと

はできなカ・った,、

伊藤忠商事は,東 亜石油にたいする40〔)億円,東 亜共石にたいする200億 円の

融資のそれぞれから金利を取 っていなかった。しかし,伊 藤忠商事は.連 結決

算によって経営悪化の影響を受けるため,両 社の経営から撤退することを決定

した。そして,伊 藤忠商事は,東 亜石油の経営権の譲渡先として,照 和石油に

打診 し協議を開始した。昭和 シェルグループは,以 前か ら精製能力が販売量に

追いつかないという 〈精販ギャップ〉を持ってお り,そ の解消のために,1976

年4月 か ら東亜石油との間で,向 こう20年 間にかけての5万B/Dの 委託精製

契約を結んでいた"1,、そのため,昭 和 シェルグループは伊藤忠商事の要請に応

11)こ の契約は,昭和石油が、東亜石油に精製を委託しなくても,今後10数年問,東亜石油に委/
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じた 。 そ して 、 共 同石 油 ・東 亜 石浦 ・伊 藤 忠 商 事 の3社 は
,79年12月11日,次

の よ うな 基 本 合 意 に達 した。 す なわ ち,(1)昭 和 石 油 は伊 藤 忠 商事 が保 有 す る

東 亜 石 油 株 式(発 行 済株 式 の38.9%)の うち 発 行 済株 式25%を 買 い 取 り
.東 亜

石 油 の筆 頭 株 主 と して 経 営 を掌 握 す る こ と,(2)売 却 価 格 は過 去1年 間 の東 京

株 式 市 場 の価 格 を ベ ー ス とす る こ と,(3)東 亜 石 油 は精 製 受 託 専 門 会 社 とす る

こ と,(4)伊 藤 忠 商 事 は精 製 所 能 力 の半 分 に当 た る5万BIDの 固 定 費 コス ト

相 当額 を負 担 す る こ と,共 同石 油 は80年1月 か ら10年 間
,東 亜 石 油 に対 して 原

油精 製 を依 託 す る こ と,共 同石 油 へ の 引 き渡 し製 品価 格 は共 同 石 油 の 仕 入価 格

に見 あ った もの とす る こ と,(5)束 亜 石 油 の従 業 員 に つ い て は,本 社 所 属 者 と

川 崎 製 油所 所 属 者 は 東 亜 石 油 に残 り,他 は 東 亜 共 石 が 引 き取 る こ と,で あ っ

た1肱 これ は,79年12月13日 の石 油 審 議 会 と,同 月19Hの 外 資 審 議 会 の了 承 を

経 て,同 月20目 に正 式 に調 印 され た.

こ の結 果,東 亜 石 油 の株 主 構 成 は ,昭 和 石 油25%,伊 藤 忠 商 事13.9%,住 友

化 学 工 業lO,2%,ジ ャパ ン ラ イ ン8.7% .と な っ た 。 ま た,束 亜 石 油 が 所 有 し

てい た 共 同 石油 の株 式 は,1979年12月18日 に,日 本 鉱 業 ・ア ジ ア石油 ・富 士 石

油 ・鹿 島石 油 の共 同 石 油 グル ー プの他 の精 製4社 に譲 渡 さ れ た
。共 同石 油 の株

主構 成 は、 こ の結 果,1」 本 鉱業40,8% ,ア ジ ア石 油27。2%,富 士 石 油22.5%,

鹿 島石 油7.6%,金 融 機 関L9%,と な った 。

こ う して.共 同 石 油 の成 立 に 当初 か ら関 わ っ て きた東 亜 石 油 は
,共 同 石 油 グ

ル ー プ を離 脱 した ので あ る13ン。

＼託料 を支払わ なければな らない(委 託料 は累計 で数百億円 に達す る といわれ た)と い うもので

あった。昭和 石油は,こ の契 約の解消を前提 に,伊 藤忠 と交渉 を進めた.「 東屯共石,日 鉱へ売

却/東 亜石油 は昭石 グループに」 『石油文化』 第27巻 第9号 ,1979年9月,
12)共 同石油20年 史編纂委員会 『共 圖石油20年 史』 共同石油株式 会祉

,1988年,345-346ペ ー ジ。
13)東 亜共石の再建問題 は」979年11127日 ,共 同石油 グルー プ社長会 におい て,日 本鉱業が主導

して再建にあたるこ ととなった・ 日本鉱業 ・伊藤 忠商事 ・東 曲石油の3社 は
,1979年 口月11ロ.次

の ような基本合意 に達 した。す なわち、G〉 日本鉱業は伊藤忠商事 に代わ り東亜共石 の経営 を

引 き受ける こと,(21束 亜共 石の抱 える1979年 度上期末約5a1億 円の累積赤字は.東 亜共石名古屋
製油所の設備 を時価評価(500億 円)し,そ の評価益]25億 円 と実質100%の 減資 による約』20億円

を差 し引いた残 り約280億 円は,伊 藤忠商事か 負担する こと,で あった。,この結 果,東 亜共石 は,
1979年12月9Fr.99.99%の 滅資を行い,資 本金を12万 円 とし,減 資後の東亜共石の全株 式は,ノ
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以上,東 亜石油が共同石油 グループから離脱する過程を見てきたが,こ れは,

通産省が民族系石油企業育成を目的として,共 同石油グループの精製企業に対

して優先的に精製設備の許可を与えたことが,逆 にその経営を悪化させたとい

うことを意味 している。

2ア ジア石油の共同石油グループ離脱

アジア石油の株主構成は,1976年6月 時点で,三 菱化成工業76、7労,三 井物

産10%,明 和産業6%,ジ ャパンラインL3%,そ の他,で あった。三菱化成工

業は,77年4月 か らの連結決算の開始にあた り,ア ジア石油の赤字が 自社の決

算に対 して悪影響を与えることを懸念 し,ア ジア石油への山資比率を50%以 下

に引き下げることを模索 した。

これを受け,当 時共同石油会長を兼任 していたアジア石油会長の長谷川隆太

郎は,共 同石油に15%,金 融機関等に12%を 配分することを提案 した。これは

通産省が1975年12月17日 に共同石油グループに対 して行った 「共同石油グルー

プの体質改善について」 という要請のなかの1項 目14)を受けたものであった。

しかし,こ れに対 して日本鉱業は 「販売専業の共石は本来販売力拡充に力を

注 ぐべきであ り,ア ジア石油株を15%も 取得すれば,苦 境にあるアジア石油の

経営責任を分担させられかねない。く精販一体〉(長谷川会長の持論)は すでに

時代遅れ」とし 「共石は10%未 満にとどめるべきである」151と主張 した。

このため共同石油グループ各社は協議を行ったが,調 整は難航 した。結局,

1977年2月,共 同石油がアジア石油株式7%を 所有することで合意 した。この

'、1979年12月25Ll,日 本鉱業 に譲渡 された,、そ して,東 亜 共石 は杜名を 「知多石油株式 会杜」へ と

変更 し,1980年1月26日,60億 円 に増資を行 った・知多石油の株主構成は,共 同石汕33・3%,H

本鉱業61.7%.伊 藤忠 商事5.0%,と な った,「 東亜共石/知 多石油で新発足/東 亜石油は昭石 グ

ルーブに」 『石汕文化』 第28巻 第1号,1980年1月,お よび,共 同石油20年 史編纂委 員会、前掲

書.346-347ぺ 一ジ乙,

M)「U)共 同石油の 主体性 の確 立 と共同石油 グルー プの内部管理の一体制 の確保 」のなか の・[1ホ1

株主の持合等同 グルー プ内各石油精製 会杜 と共石の …層の緊密 化につ いては,今 後の課題 と して

鋭意検討す ること」である。

15)共 同石油20年 史編纂委員会,前 掲書.300ペ ー ジ。
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結 果,ア ジ ア石 油 の 株 主構 成 は,共 同 石 油7%,三 菱化 成工 業48 .7%,三 菱 商

事12%,三 井 物 産10%,金 融 機 関 等22.3%,と な った。

ア ジ ア石 油 は 、1979年 か ら,大 協 石 油 との 間 で ,タ ンク の賃 貸 借 や 受 委 託精

製 とい った業 務 提 携 を行 って い た 。 そ して ,80年 に入 っ てか ら,大 協 石 油 が ア

ジ ア石浦 の株 式 を取 得 して い る とい う問題 が 表 面 化 した 。 実 は,三 菱 化成 工 業

は,77年 に ア ジァ 共石 の 経 営 危 機 を受 げ て,ア ジァ石 油 の経 営 か らの撤 退,す

なわ ち石 油 精 製 業 か らの撤 退 を 決定 し,大 協石 油 にた い して 三菱 化 成 工 業 の所

有 す る ア ジア石 油 の 株 式(発 行 株 式 の48,7%)の す べ て を 買 い取 る よ う要 請 し

て い た1%そ して.三 菱 化 成 工 業 が所 有 す る ア ジ ア石 油 株 式 の 大協 石 浦 へ の 譲

渡 は,80年4月 に 完 了 して い た ので あ った1"。

これ に た い して,共 同石 油 は,共 同 石油 グル ー プ外 の石 油 企 業 で あ る大協 石

油 が,共 同 石油 グル ー プ企 業 の筆頭 株 主 とな る こ とは,共 同 石 油 グ ルー プ発 展

16);菱 化成工業の論理は.「アジア石油は,昭 和43年に当杜が経営参加して以来,当 社の石油系
原燃料の確保に大きな役割を果たしてきたが,第1次 石油危機後,石 油事業の環境は一変し、石
油精製業界の再編強化が大きな課題となった.す なわち,原 油の量的確保や価格安定が もはや期
待 し難い国際石油情勢の激動期に対処するためには。原油の調達,タ ンカー運航,備 蓄.精 製.
製品構成の面で規模拡大と経営基盤の整備が必要であった。しかも,ア ジア石油では相当量の未
稼働設備を持ち,一 部は他社からの精製委託を受けているものの,経 営基盤強化のためには,こ
の受託精製量をさらに拡大し,長 期的に安定したものにすることが急務であった。そこで,〔ア
ジア石油は〕従来から精製受託,タ ンク共同利用などで提携関係にあった大協石油との資本面を

含めた全面的提携に踏み切 り,55年4月,当 杜が保有するアジア石油株式企株を大協石油に譲渡

した。当社は,引 き続 き石油化学原料.C1化 学関連の重質油,合 成繊維原料関連の軽質油など
の安定供給源を必要としているが,ア ジア石油を含めた大協石油との新 しい提携関係は,こ れら
腺燃料の安定確保に資するものと期待されている」(三菱化成工業株式会杜総務部臨時社史編集

室 『三菱化成杜史』三菱化成工業株式会杜,1981年,487-488ペ ージ。〔 〕内は引用者)で あっ

た。しかし,こ れは,三 菱化成工業がリストラクチャリングの一環として石油精製業から撤退 し、
その際1979年 からアジア石油との問で製砧タンク,LPGタ ンクの賃借契約,原 油の委託精製
などの業務提携を行っていた大協石油に,ア ジア石油を買い取'・てもらったということであろう。
「三菱化成工業は石油化学原料の安定確保のためにアジア石油に出資したものであるが。第1次

石油危機を契機に石油精製分野から撤退するとの方針にかわ り,このため所有していたアジア石

油の株式を石油専売で同じ民族系の精製販売会社でもある当社 〔大協石油〕に譲り渡すことが最

善の策であるとの判断のもとに,〔1977年頃〕当社に対し肩代わりの申し入れがあった。しかし,
当時は業界環境やアジア石油の財務状況などから判断 して,当 杜としては消極的な対応をせざる

を得ず.そ の後約1年 半が経過した」(大協石油株式会社仕史編さん委員会 『大協石油40年史」

大協石油株式会社,198(1年,401ヘ ージ、〔 〕内は引用者)と いう.

17)落 合俊一 「大協有油とアジア石油/資 本提携問題をめぐって」『石油文化』第28巻第7号 ,
1980年7月 。
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の障害になるとして,大 協石油に対 し,ア ジア石油株式の過半数を共同石油に

譲渡するように要請 しだ8,。さらに共同石油は,こ の譲渡ができないのであれ

ば、アジア石油は共同石油グループか ら離脱すべきである.と 主張 した。しか

し,大 協石浦は,ア ジア石油株式の譲渡とアジァ石浦の共同石油グループ離脱

とについて,と もに拒否 した。こうして協議は暗礁に乗 り上げてしまったので

あった。

このため,通 産省は.1980年11月28日,次 のような調停案を両社に示 した。

すなわち,(1)大 協石油はアジア石油株式48.7%を 所有すること,(2)ア ジア石

油は所有 している共同石油株式27。2%を 共同石油グループに譲渡し,共 同石油

に派遣 している役員を引き揚げること,(3)共 同石油は所有しているアジア石

油株式7%を アジア石油側に譲渡すること,(ω アジア共石は共同石油と大協

石油 ・アジア百油との両グループ間の共同投資会社 として現状を維持すること,

(5)共 同石油とアジア石油 ・アジア共石との間の生産 ・販売関係は従来通 りと

し,長 期的に継続すること,⑥ 原油調達などの面での共同石油と大協石油 ・

アジア石油の両グループ間の協力関係を促進すること,で あっだ%

共同石油はこの調停案に応諾 した。しかし大協石油 とアジア石油は,共 同石

油がアジア共石の発行株式全体の3分 の1と,そ れにくわえて8株 を所有 して

いて,ア ジア共石の経営について共同石油が拒否権を有 しており,ア ジア共石

の経営責任をまっとうできないと主張 して,調 停案 に応諾 しなか った。

このため,1981年1月21日 に通産省は,80年11月28日 の調停案について,次

のような補足を示 した。すなわち,(1)調 停案の(4)について,商 法上の特別決議

の成否に関わる株式の取 り扱いの問題は,資 源エネルギー庁長官の預か りとし,

共同石油と大協石油 ・アジア石油の両グループの納得するタイミングで,両 グ

ループの納得する方法で解決すること,(2)調 停案の(5)の実施に関 して,両 グ

18)こ れは.こ うした譲渡 が行われれば,ア ジア石油について も共同石油 グループ内の鹿島石油 と

同様の経営方式が可能になる と,共 同石油が判断 した ことによってい る,

19)「 資本提携間 題決着/ア ジア石油,大 協 石油の翼下に」 『石油 文化』 第29巻 第2号.1981年2月,

13ペ ージご、
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ルー プ間で 協 議 し,新 し く諸 契 約 を締 結 す る こ と,(3)両 グル ー プは,調 停 案 実

施 の た め の所 要 の話 し合 い を す みや か に開 始 し,可 能 な事 項 か ら順 次 実 施 す る

こ と,で あ った2α、,

大 協 石 油 と ア ジ ア石 油 は これ に応 諾 した 、,そして,共 同石 油 ・大 協 石 油 ・ア

ジア石 浦 の3社 は,1981年1月27日 ,通 産大 臣 と資 源 エ ネ ル ギ ー庁 長 官 の 立 ち

会 いの も と,合 意書 に調 印 した,,こ れ に よ り,ア ジア共 石 の株 式 は,共 同 石 油

所 有 の3分 の1と8株 の うちの8株 を 第 三者 で あ る徳 永 久 次 石 油 公 団 総 裁 に 譲

渡 す る こ と とな り,こ の結 果,共 同 石油 の持 ち株 は3分 の1以 下 に抑 え られ ,

共 同 石油 に よ る ア ジア共 石 の 経 営 につ い て の拒 否 権 は失 わ れ る こ と とな った2聴)。

そ して,日 本 鉱 業 ・富 士 石 油 ・鹿 島石 油 の共 同 石 油 グ ルー プ3社 は ,1981年

10月8日,ア ジア石 油 か ら,そ れ ぞれ326万4000株 ,3社 合 計 で979万2000株 の

共 同 石 油 株 式 を 譲 り受 け た。 こ の 結 果,共 同 石 油 の 株 主 構 成 は ,日 本 鉱 業

49。9%,富 士 石 油31.6% ,鹿 島 石油16.7箔,金 融 機 関20行1.8%,と な っ た。

さ らに3社 は 同 年10月 末 に,各 社44万8000株 づ つ,3社 合 計 で134万4000株 の

共 同 石 油 株 式 を放 出 し,金 融 機 関20行 に譲 渡 した 。結 局 ,共 同石 油 の株 主 構 成

は,日 本 鉱 業48、6%,富 士 石 油30.3%,鹿 島石 油15.5% ,金 融 機 関20行5.6%,

とな った 、、

こ う して.共 同石 油 の成 立 に当 初 か ら関 わ って きた ア ジア石 油 も
,共 同 石 油

グルー プを 離脱 した ので あ った 。 これ もま た,東 亜 石 油 の場 合 と同様 に,通 産

省 が 共 同 石 油 グル ー プ の精 製 企 業 に対 して,優 先 的 に精 製 設 備 枠 を与 え た こ と

が 裏 目に 出 た こ とに端 を発 して い た の で あ る,、

lV解 体後の共同石油グループ

以上のように,東 亜石油とアジア石油とが共同石油グループから離脱 した結

果,1965年 に共同石池の設立に参加 した企業は,日 本鉱業のみとなった。民族

20)共 同 石油20年 史編纂委員会,前 掲書.348ペ ージ。

21)前 掲記事 「資本提 携問題 決着」14ペ ージ。
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系 石 油企 業集 約 の要 とな るべ く成 立 し展 開 して きた共 同石 油 グ ルー プは,実 質

的 な解 体 を 迎 え た の で あ った 。

この 後,共 同 石 浦 は.1992年12月 に 日本 鉱 業 に吸 収 合 併 され,「 株 式 会 社 日

鉱 共 石 」 とな った鋤。 翌93年,こ の 日鉱 共石 は さ らに 「株 式 会社 ジ ャパ ンエ ナ

ジ ー」 へ と社 名 を変 更 した。 そ して、2002年9月 に ジ ャパ ンエ ナ ジー と 日鉱 金

属 鋤 との 間で 共 同 持 株 会 社 「新 日鉱 ホ ー ル デ ィ ングス」 を設 立 し,そ の傘r企

業 と して現 在 に い た っ てい る2先

Vお わ り に

以 上,共 同 石 油 グ ル ー プ が 実 質 的 に 解 体 す る ま で の 過 程 を 見 て き た 。 最 後 に,

共 同 石 油 グ ル ー プ 企 業 の 増 資 の 意 味,グ ル ー プ の 解 体 の 意 味,そ し て こ の 過 程

に み ら れ る グ ル ー プ企 業 の 戦 略 の あ り方 に つ い て ま と め て,結 語 と した い 。

第1に,鹿 島 石 油 ・東 亜 共 石 ・ア ジ ア 共 石 に お け る増 資 は,第1次 石 油 危 機

後 の 石 油 需 要 の 低 迷 に よ っ て 稼 働 率 の 低 ト と設 備 の 過 剰 化 が も た ら さ れ,各 社

の 経 営 状 態 が 悪 化 す る 中 で,金 利 負 担 の 軽 減 を 目 的 とす る もの で あ っ た 。

第1次 石 油 危 機 時,通 産 省 は 石 油 製 品 に つ い て 体 系 的 な 指 導 価 格 を 設 定 した

22)共 同石油 と日本鉱業は.1992年3月11日,臨 時取締役会 を開 き,両 社 の対等合併 を決定 した。

その内容 は,次 の通 りであ る、すなわち,〔1)対 等合併 は、1992年12月1日 付 けで行われ ること。

12)日 本鉱業を存続会社 とし,杜 名は 「日鉱共石」 とす ること可箇 会長は笠原幸 雄 日本鉱業会長,

社 長は長島一成共同石油社長 とす ること,(41合 併前の92年11月 に,日 本鉱業が新設す る子会 社

へ非鉄金属部門の営業権 を譲渡す ること,等 であ った。 しか し,対 等合併 とはい って も,事 実 ヒ.

〕本鉱業 による共同石油の吸収合併で あった。渡部行IJOMO宣 言/シ ャパ ンエナジーの新た

な挑戦』TBSブ リタニカ,1994年,114-115ベ ー ジ。

23)脚 注22)の なか の,(41の 事項 によって設立された 日本鉱業 の非鉄金属部門の子会社 であ る・

24)よ り詳細 には.持 株会社方式に よって以 下のような経営組織の再編がされている・す なわ ち・

(1)2002年9月261」 まで は.ジ ャパ ンエナ ジーが事 業持株会社 として 日鉱金属株式 の57.6%,口

鉱マナ リアルズ株式 の100%を 保有 していた。(2)同 年9月27日 か らは.ジ ャパ ンエナ シー と日鉱

金属 との間で 共同持株 会社 として 「新 日鉱 ホー ルデ ィングス」 を設立 し,シ ャバ ンエ ナジー と日

鉱金属はその傘下に入った。日鉱 マテリアルズはジャパ ンエナジーの傘下企業の ままであ った。

13)03年4月1日 か らは.ジ ャパンエナジーは 「シャパンエナジー電子 材料」に杜名変更 し,子

会社 として 「ジャパ ンエナ シー」社を新 設 した・ 日鉱 マテリア ルズは ジャパ ンエナジー電子材料

の子会社 とな った、そ して,(4)03年 の秋 以降は,ジ ャバ ンエナジー電子 材料が電子材料部門 を

日鉱マテ リアルズに譲渡 し.ジ ャパ ンエナ ジー電子材 料自身は新 日鉱ホー ルデ ィングスに吸収合

併 される予定で ある。
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が,こ の体 系 にお い て は 重油 の価 格 よ り もガ ソ リ ンの 価 格 が相 対 的 に高 く設 定

され てお り,こ れ は 石油 企 業 の なか で も ガ ソ リンの販 売 比 率 の高 い企 業 に有 利

で あ っ た。 そ れ にた い して,ガ ソ リ ン販 売 比 率 の 低 い 石 油 企 業 ,特 に コ ン ビ

ナー ト ・リフ ァ イナ リーの 精 油 所 に依 存 す る石 油 企 業 に と
って は,こ の価 格 体

系 は 当然 不 利 に はた ら くもの で あ った 。

共同 石 油 グ ルー プは ガ ソ リ ン販 売 比 率 は全 国平 均 を 下 回 り
,C重 油 の 販 売 比

率 は高 くな って い たが,こ れ は精 製 設備 が コ ン ビナ ー ト ・リフ ァイナ リー を 中

心 とす る こ とか ら起 きる こ とで あ った。 鹿 島 石 油 ・東 亜 共 石 ・ア ジア共 石 の3

社 は と もに コ ン ビナー ト ・リ フ ァ イナ リーの 精 製 設 備 を 有 し
.価 格 体 系 の不 利

を被 ら ざ る を えな か った ので あ った 。

そ もそ も この3杜 は,共 同 石 油 グ ルー ブヘ の所 属 を戦 略 的 前 提 にす る こ とに

よ っ て石 油 精 製 企 業 と し て設 立 され た もの で あ った が251
,こ れ は コ ン ビナ ー

ト ・リ フ ァイ ナ リー に よ る石 油精 製 とい う方 式 が 存 在 したか ら こそ設 立 され た

ので あ る。 そ の 意 味 で は,こ の3社 は.設 立 当 初か ら市 場 戦 略 ・見 通 しを誤 っ

た もの で あ り,こ こでみ て きた増 資 の 間題 は必 然 で あ っ た とい え よ う
、、

第2に,共 同 石油 グ ル ー プか ら離 脱 した企 業 のあ り方 につ い て で あ る
。

1つ は,東 亜 石 油 の グ ルー プ離脱 で あ る。 これ は,経 営権 を握 った伊 藤 忠 商

事 が,自 社 の連 結 決 算 へ の 影響 を懸 念 し,東 亜 石 油 の経 営 か ら撤 退 しよ う と し

た もので あ る、】そ して .東 亜 石 油 の 経 営 権 は 昭和 シ ェル グル ー プ に移 行 し,東

亜石 油 は共 同 石 油 グ ルー プか ら離 脱 した 。

2つ 目に,ア ジア石 油 の グ ル ー プ離脱 で あ る
,、これ は,経 営 権 を握 った 三 菱

化 成 工業 が石 油 精 製 業 か らの 撤 退 を 決定 し,共 同 石 油 グ ルー プの 預 か り知 らぬ

と ころで,大 協 石 油 に ア ジ ア石 油 の株 式 を譲 渡 して い た の で あ る
。、

こ う して,共 同 石 油 は ,共 同石 油 設 立 に参 加 した 当 初 の3社 の うちで は,日

本鉱 業 の み が精 製 し生産 す る石 油 製 品 を 販 売す る こ と とな っ た
。 これ は共 同 石

油 グ ルー プの 実 質 的な 解 体 で あ り,通 産省 が共 同石 油 を設 立 させ た 当 時 の 「民

25)拙 稿,前 掲論文 「共同石油グループの展開」を参照。
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族系石油企業を育成する」という政策の理念が果たせな くなって しまったこと

を意味していた、,また,こ れら束亜石油およびアジア石油の共同石油グループ

からの離脱は,民 族系石油企業を育成することを名目に,共 同石油グループの

精製企業に対 して精製設備能力の許可を優先的に与えてきたことが,そ れらの

企業の設備に対する過剰な投資を刺激し,経 営の悪化を導いたことを契機とし

ていた。これはグループ企業の側からみれば,優 先的な精製設備能ノ」の許可な

どを中心 とする通産省の政策に依存することで利益をあげていこうという戦略

であって,自 ら企業間競争をたたかい,厳 しい石油市場を生き抜いていこうと

いった企業家的主体性ある経営戦略を発揮するような性格のものではなかった,

ということである。

また,ア ジア石油の経営権が大協石油へ移行するまでの過程における紛争で

は,共 同石油 ・アジア石油 ・大協石油ら関係する企業間では決着がつかず,結

局,通 産省の調停があ り,よ うやく解決されたのであった。これは,当 事者間

での企業家的主体性をもった利害調整能力を発揮することは難しかったという

ことのあらわれであったといえよう。

こうして,共 同石油グループは,通 産省の強力な政策的後押 しによって成立

してから16年後の1981年10月,「 グループ解体」とい う一つの結果を迎えたの

であった捧㌔

26)拙 稿,前 掲論文 「石油業法か ら共販会社構想へ」.「共同石油(グ ループ)の 成立」.「共同石油

グルー プの展開」および本稿を踏 まえて,グ ルー プの解体 とい う結果 と通 産省の政策 との関係が

意味す ることにつ いて簡潔にまとめ てお く。 まず。通産省の当初 のね らいは.民 族 系石油企業の

精製 ・販売 とい う国内下流 部門全体 の集約,す なわち 「精販大合 同」で あった,,し か し,民 族系

石油企業の経営 事情 のちが い,特 に日本鉱業 には 「金石両輪1と いう経営事情 もあ り,当 面 はそ

の方針を転換 せざるをえず,結 局,実 現 されたのは販売部門の集約 のみで あった 、つ ま り,通 産

省の当初のね らいは,そ の半分 しか実現で きなか ったので ある.そ の後,共 同石油 グルー プか ら

東亜石油 とア シア石 汕が離脱 し,共 同石油 グルー プが実質的な解体 を迎 えることによって,精 製

部門の 日本鉱業 と販売部 門の共 同石油 とは合併 で きたのである。通 産省の 当初のね らいであ った

「精販大合 同」は.日 本 鉱業 と 日本鉱業 の販売部 門を受 け持 った共同石 油 とが.「 もとの鞘 に

戻 った」 とい うこ とで しか実現 され なか ったのであ る。つ ま り,通 産省の 当初のね らいは.や は

り,そ の半分 しか実現で きなか ったのであ る.


